
古賀市告示第１５４号 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付要綱を次のように定める。 

 

令和７年８月２９日 

古賀市長  田 辺 一 城 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、市内の製造事業者が行うオープンファクトリーの実施を目

的とした自社工場等の環境整備を支援し、もって地域産業の活性化と活力ある

まちづくりを推進するため、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金

（以下「補助金」という。）を交付することについて、古賀市補助金交付規則

（平成３１年規則第８号。以下「規則」という。）に定めるもののほか、必要

な事項を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この要綱において「オープンファクトリー」とは、製造事業者が工場等

において生産現場及び生産技術を公開し、又はモノづくり等の体験の機会を提

供する取組をいう。 

（補助対象者） 

第３条 補助金の交付対象となる者（以下「補助対象者」という。）は、次の各

号のいずれにも該当する者とする。 

⑴ 市内に工場等を有し、事業を営んでいる者 

⑵ 統計法（平成１９年法律第５３号）の規定に基づき定められた日本標準産



業分類に掲げる大分類Ｅに分類される製造業に属する事業を営んでいる者 

⑶ オープンファクトリーを実施するための環境整備後、継続してオープンフ

ァクトリーを実施することが見込まれる者 

⑷ 市税に滞納のない者 

⑸ 関係法令を遵守している者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助対象者とし

ない。 

⑴ 宗教的活動又は政治的活動を目的とする事業を営む者 

⑵ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和２３年法律第１２２

号）第２条第５項に該当する事業を営む者 

⑶ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第

２条第２号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）、同条第６号に規定す

る暴力団員（以下「暴力団員」という。）又は暴力団若しくは暴力団員と密接な

関係を有する者 

⑷ 公序良俗に反する事業を営む者 

⑸ 各種法令の許可等が必要な業種で、当該許可等を取得していない者 

⑹ 同一年度内にすでにこの要綱に基づく補助金の交付を受けている又は受ける予

定がある者 

⑺ この要綱に基づく補助金を過去に２回交付されている者 

⑻ その他市長が適当でないと認める者 

（補助対象事業） 

第４条 補助金の交付対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、市

内の工場等においてオープンファクトリーを３年以上継続して実施するための

環境整備であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 

⑴ 見学又は体験のための施設等の新設、増設又は改修 



⑵ 製品等の展示又は体験するための什器等の購入及び設置 

⑶ 工場等の屋内外に設置する看板、サイン等の作成及び設置 

⑷ 事業内容、製品又は製造工程を紹介するためのコンテンツの作成 

⑸ 前各号に規定するもののほか、市長が特に必要と認めるもの 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補

助対象事業の実施に要する経費のうち、別表に掲げる経費とする。ただし、消

費税及び地方消費税（消費税の申告義務がない場合又は簡易課税方式により申告

している場合等、補助対象事業に要する経費に係る仕入控除額が０円となることが

明らかである場合を除く。）は、補助対象経費から除くものとする。 

２ 前項の規定にかかわらず、国（独立行政法人を含む。）、県等から補助金等を受

けている場合は、国又は県等の補助の対象となる経費は、この要綱に基づく補助金

の補助対象経費とすることはできない。 

（補助金額等） 

第６条 補助金額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（その額に１，０００

円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。）とし、予算の範囲内において市

長が定める。ただし、補助対象者が初めて補助金を申請する場合の上限額は、５０

万円とし、過去に補助金の交付決定を受けている補助対象者が補助金を申請する場

合の上限額は、３０万円とする。 

（交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする補助対象者（以下「申請者」という。）

は、別に定める期日までに、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交

付申請書（様式第１号）に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しな

ければならない。 

 （事前着手） 



第８条 申請者は、補助金の交付決定前に事業を実施してはならない。ただし、

やむを得ない事由により、交付決定前に事業を実施しようとする場合において、

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金事業事前着手届（様式第２号）

を市長に提出したときは、この限りでない。 

（交付決定） 

第９条 市長は、第７条の規定による交付申請を受けたときは、当該申請に係る

書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、補助対象事業の内容が適

正であるかどうか等を調査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。 

２ 市長は、前項の場合において必要があるときは、補助金の交付申請に係る事

項に修正を加えて補助金の交付決定をすることができる。 

３ 市長は、補助金の交付の可否を決定したときは、その決定の内容及びこれに

付した条件を古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付（不交付）決

定通知書（様式第３号）により申請者に通知するものとする。 

 （実績報告） 

第１０条 補助金の交付決定を受けた申請者（「以下「補助事業者」という。）は、

補助対象事業が完了したときは、補助対象事業が完了した日から３０日を経過

した日又は補助対象事業が完了した日の属する年度の２月末日のいずれか早い

日までに古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実績報告書(様式第４

号)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に報告しなければならない。 

（補助金の額の確定） 

第１１条 市長は、前条の報告を受けたときは、当該報告に係る書類の審査及び

必要に応じて行う現地調査等により、補助金の交付決定の内容及びこれに付し

た条件に適合するものであるかどうかを確認し、適合すると認めたときは、交

付すべき補助金の額を確定し、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金

額確定通知書（様式第５号）により当該補助事業者に通知するものとする。 



 （実施効果の報告） 

第１２条 補助事業者は、原則として補助対象事業の完了した日の属する会計年

度の終了後３年間、毎会計年度終了後３０日以内に補助対象事業の実施効果に

ついて、古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実施効果報告書（様式

第６号）により市長に報告しなければならない。 

（財産処分の制限） 

第１３条 規則第２２条ただし書の市長が定める期間は、補助対象事業により財

産を取得した後３年間とする。 

（補則） 

第１４条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 

（効力） 

２ この告示は、令和１１年３月３１日限り、その効力を失う。 

３ この告示の失効前にした行為については、前項の規定にかかわらず、同項に

規定する日後も、なおその効力を有する。 

 

 

 

 

 

 

 



別表（第５条関係） 

科目 内容 

需用費 消耗品費、印刷製本費等 

工事請負費 施設整備（新築、改修、移転、除去等）に係る工事費 

広告宣伝費 プロモーションに係る経費 

使用料及び賃借料 イベント実施時の資機材の使用料等 

備品購入費 資機材等の購入費 

委託外注費 
施設の設計・デザイン、コンテンツ作成等に係る専門家

委託費 

 



様式第１号（第７条関係） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付申請書 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

申請者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金の交付を受けたいので、関係書類を添えて、次

のとおり申請します。 

 

補助年度 年度 

交付申請額               円 

補助対象事業の名称  

補助対象事業の概要  

補助対象事業の効果  

補助対象事業の効果

を示す指標 

指標  

現在値  目標値 

年度  

年度  

年度  

関係書類 

⑴ チェックリスト兼誓約書 

⑵ 事業実施計画書 

⑶ 補助対象事業収支計画書 

⑷ 補助対象経費の算定根拠となる見積書 

⑸ 市税に滞納のない証明書 

⑹ 事業所の所在地が分かる書類 

⑺ 本人確認書類の写し（申請者が個人の場合） 

⑻ その他市長が必要と認める書類 



様式第２号（第８条関係） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金事業事前着手届 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

申請者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金について、別記条件を了承のうえ、補助対象事

業に事前に着手したいため、下記のとおり届け出ます。 

 

 

記 

 

 

１ 着手（予定）年月日          年  月  日 

 

２ 完了予定年月日            年  月  日 

 

３ 事前着手を必要とする理由 

 

 

 

別記条件 

（１）審査の結果、補助金が交付されない場合があることについて了承すること。また、市に

対して異議を申し立てないこと。 

（２）補助金の交付決定を受けるまでの期間において、天災地変等の事由によって実施した事

業に損失等が生じた場合、これらの損失は、事業実施主体が負担すること。 

 （３）事前着手から交付決定を受けるまでの期間において、事業計画の変更は行わないこと。 

 （４）補助の要件について、公募要領等を十分確認し、事前に着手しようとする事業内容及び

経費が補助対象となる見込みであることを確認すること。 

 

 

 



様式第３号（第９条関係） 

（公印省略） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金交付（不交付）決定通知書 

 

古商発第   号 

令和  年  月  日 

 

  様 

古賀市長 

 

年  月  日付けで交付申請のあった古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金

について、次のとおり決定したので通知します。 

 

補助年度 年度 

交付の可否 交 付  ・  不交付 

交付 

の場合 

補助内示額 円 

補助金交付 

予定時期 
年   月 

不交付 

の場合 

不交付 

の理由 
 

補助条件  

備  考 

⑴ 補助対象事業の内容、事業計画又は収支計画等交付決定に係る内容に変

更（軽微な変更を除く。）が生じた場合は、市長の承認を受けること。 

⑵ 補助対象事業を中止し、又は廃止する場合は、市長に届け出ること。 

⑶ 補助対象事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助対象事業の遂行

が困難となった場合は、速やかに市長に報告してその指示を受けるこ

と。 

⑷ その他古賀市補助金交付規則の定めを遵守すること。 

⑸ 交付年度終了後から３年間、毎会計年度における実施効果報告書を提出

すること。 

 

 

 

 



様式第４号（第１０条関係） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実績報告書 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

届出者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

年  月  日付け  古商発第   号により補助金の交付決定を受けた補助対象事

業の実績について、関係書類を添えて、次のとおり報告します。 

 

補助年度 年度 

補助対象事業の実施期間  年  月  日 ～    年  月  日 

実施した補助対象事業の

内容、効果 
 

補助対象事業の効果を示

す指標 

指 標  

目標値  実績値  

補
助
金 

交付決定額               円 

実績額     円 

関係書類 

⑴ 補助対象事業資金収支報告書 

⑵ 補助対象事業の実施状況を証する書類 

⑶ 領収書の写しその他支払を証する書類 

⑷ その他市長が必要と認める書類 

 

 

 

 

 



様式第５号（第１１条関係） 

（公印省略） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金額確定通知書 

 

古商発第   号 

令和  年  月  日 

 

  様 

古賀市長 

 

令和 年 月 日付けで実績報告のあった古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金につ

いて、次のとおり決定し、額を確定したので通知します。 

 

補助年度 年度 

補助金確定額               円 

備  考 ⑴古賀市補助金交付規則の規定を遵守すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第６号（第１２条関係） 

 

古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金実施効果報告書 

 

年   月   日 

（宛先）古賀市長 

届出者   住   所  

         (法人にあっては所在地) 

                      氏   名 

法人にあっては団体名、 

代表者氏名及び押印 

                  

年度古賀市オープンファクトリー推進事業費補助金における補助対象事業について、次

のとおり報告します。 

 

記 

 

１ 補助対象事業の実施状況（イベントの集客人数、売上等） 

 

 

 

 

 

２ 実施効果 

指標  

 交付申請時における目標値 実績値 

年度   

年度   

年度   

 

３ 次年度以降に向けた課題 

 

 

 

 

 


